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研究成果の概要（和文）：当研究グループでは、共同行為の基礎に、知覚や推論などに関する前理論的な理解の共有が
あるという見通しを得た。こうした理解の共有が獲得される過程においては、共感や感情移入といった要素が重要な役
割を果たしていると考えられる。そこで、１年目は共感や感情移入のベースとなる身体やコミュニケーションについて
研究した。２年目は共感の概念について、現象学やケアの観点から検討した。最終年度は、共感と共同行為の関係性に
ついて研究を行った。そこで明らかとなったのは、状況や他者のあり方に影響されて行為する、受動的な行為者性概念
を研究する必要性であった。

研究成果の概要（英文）：Our study group get the conclusion that the shared and pre-theoretical 
understanding of the standard for the perception, inference and background knowledge supports shared 
action. We made a conjecture that such shared understanding depends on our affinity in body and 
perception and is gained by our cooperative life in our society. Besides that, empathy and emotional 
involvement plays an important role in that process.To prove this conjecture, we focused on the topic of 
the body and communication which is the basis of the empathy and emotional involvement in first year. In 
2nd year, we reviewed the concept of empathy through the organization of the theories of phenomenology 
and care. In the final year, we studied the relation of the empathy and the shared action. After three 
years' research, we reach the conclusion that it is necessary to study on the passive agency which is 
influenced by the situations and the other persons.

研究分野： 行為の哲学、ケアの哲学
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１.研究当初の背景 
共同行為において特徴的なのは、人々の間で
各々の意図が互いに知られているという点であ
る。このようなあり方は「共通知識(common 
knowledge)」概念によって捉えられるが、この
概念は「私の知識についての相手の知識につい
ての私の知識の ...」という無限遡行を招く点で
理論的困難を持つことが知られている。  
当研究グループでは、共同行為論や語用論に
おける共通知識をめぐる議論の検討を通じて、
「共通知識の基礎に、知覚や推論・背景知識の
標準的なあり方に関する前理論的な理解の共有 
がある」という見通しを得た。こうした理解の
共有は、我々の間で共通した身体や知覚のあり
方に依存し、共同的な社会生活の中で獲得され
てくるものであろう。その過程において、共感
や感情移入といった感情的・情動的要素が重要
な役割を果たしていると考えられる。そして、
共感や感情移入を扱うには、おもに行為者の合
理性に焦点をあわせてきた従来の行為論の枠組
では不十分である。 
また現代倫理学においては、いかなる行為が
道徳的に正しいのかを具体的に探究する規範倫
理学が、道徳的・政治的行為を評価するための
枠組みを提供してきた。 規範倫理学の主要な三
つのアプローチには、行為の結果としての幸福
を評価の基準とする功利主義、行為に先立つ動
機を評価の基準とする義務論、行為者の徳や性
格を評価の基準とする徳倫理がある。これらの
枠組みは、たとえば援助や入札談合といった共
同行為に対しても通用されると考えられてきた
が、共同行為という概念それ自体の研究は倫理
学から切り離されたままとなっているのが現状
である。そこで、社会学や倫理学における研究
成果の蓄積に依拠して研究を進めることとなっ
た。  

２.研究の目的 
共同行為論にかかわる分析哲学、倫理学、現
象学それぞれの最新の成果を通じて、これらの
あいだに領域横断的な対話を深め、上述したよ
うな「共同行為と共感」をめぐる課題について
新たな展望を切り拓くことを目的とする。その
ために、以下の３点を具体的な課題とした。 

(1)共同行為を分析する上で従来の行為論が抱え
ている限界を、共 感や感情移入の理論によっ
て、どのように克服するかを探ること 

(2)社会学や現象学の領域 において、共感や感
情移入がどのように理論化されてきたのかを
明らかにすること 

(3)これら二つの作業から得られた視点のもとで、
共同行為をめぐる問題群について応用倫理学
的検討 (特に、ビジネス倫理やケア倫理)を行
うことで、行為分析における感情論の現代的
意義と可能性を検証すること  

３.研究の方法 
本研究を特徴付けるのは、研究課題および研究
チームの学際性である。上記のような諸課題に取
り組むため、申請者は H18年度より、分析哲学、
現象学の方法論、倫理学、社会学、法哲学、ビジ
ネス倫理などの諸学科に専門的に携わる若手研究
者の協力を得て、共同研究をすすめてきた。こうし
た強みを活かすべく、以下のような多角的な観点か
ら、共感と共同行為の関係について研究するとい
う手法をとった。 

(1)分析哲学の観点からは、M.ギルバート、R.トゥ
オメラら共同行為論の代表的論者による、大規
模かつ複雑な共同行為を扱う試みの検討と課題
の明示化を行う。また、ケアの観点から相互的
な行為に対する分析を試みているH.フランク
ファートの議論を検討する。 

(2)倫理学の観点からは、他者への依存性に着目し
て道徳的・政治的人格を捉え直そうとするA. マッ
キンタイヤーやE.キテイらの議論を吟味する。 

 (3)現象学の観点からは、間主観的・間身体的な行
為における気分や雰囲気の哲学的分析と、ハイ
デガーやメルロ=ポンティを実際に応用したケア
理論の突き合わせや、感情の合理性についての現
象学的研究と、フランクファートによるケアや
愛情の分析などと比較考察するといった課題が
挙げられる。  

(4)社会学の観点からは、「相互行為」概念に関す
る長い研究の成果を、分析哲学や現象学におい
て近年展開されてきた行為論の成果と突き合わせ
ることで、より広い視点から共感と共同行為の
関係について明らかにする 

４.研究の成果 
上述したような手法を用いて、共同行為と共感の
関係を研究した結果明らかになったのは、以下の
３点である。 

(1)共感に促されて行為する際、行為者は他者に働
きかけるという能動性と、他者に触発されると
いう受動性をともに備えている 

(2)共感はときとして相互依存や脆さを行為者にも
たらすが、これは決して単なる欠陥や欠点では
ない 

(3)共感は、他者の脆さを支えるだけでなく、他者
を支配しようとする動機づけを行為者にもたら
すことがある 

上記３点から導かれたのは、従来の行為論が思
い描いてきたような行為者のあり方、すなわち合
理的に意思決定し、能動的に自らの欲求を実現す
るというようなあり方が、実情に即していないと
いうことである。特にケア行為のような場面では、
行為者はかならずしも合理的、能動的に行為してい



るわけではない。むしろ、ケア行為に従事する者
は、一見不合理で他者の影響下にあるような仕方
で行為していると言える。そこでは、他者のニーズ
：痛みや苦しみに触発され、それに応答するとい
う受動的な仕方で行為が遂行されているのである。
そして、そのような行為に携わる者は、他者に引き
ずられたり、他者を支配することを願ったりする
など、特有の「脆さ」を抱えていると言える。そし
てわれわれは他者の脆さだけでなく、自らの抱え
る脆さと向き合い、どう応答していくかを問われて
いるのである。 
こうした受動的で脆い行為者のあり方は、従来
の行為論の枠組みでは捉えきれないものである。
なぜなら、従来の枠組みでは、行為者に期待され
る実践的な合理性は、信念と欲求に基づき、目的
を設定しそれに適した手段を探り、それに基づい
て意思決定するということにつきていたからだ。 
他方、新たに浮かび上がってきた受動的で脆い
行為者にあっては、上述したような要素に加えて、
共感や情動なども大きな役割を果たすと考えられ
る。そのため、こうした行為者に特有な実践的合
理性の概念とはどのようなものかを明らかにでき
るような枠組みをあらたに創り出していく必要が
あると思われる。 
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